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2月号（545号） 

 Xは，特別養護老人ホーム（以下「本件施設」という）を設置・経営する社会福祉法人で

あり，Yは，令和 2年当時，本件施設に勤務していた介護職員である。本件施設は，職員の

入所者に対する虐待行為の疑いがあるとして，令和 2 年 4 月 8 日に M 市の立入調査を受け

た。X の指示の下，本件施設は同月 11 日に緊急職員会議を開き，以後施設として上記虐待

の有無についての調査を継続して行うこととした。本件施設の施設長である Aは，同年 6月

30日，Yから職員の入所者に対する暴行についての報告を受け，Yに，その具体的内容を記

載した文書を本件施設が設置した投書箱に投書するよう指示した。同年 7 月中旬までにあ

った投書の中に，本件施設の介護職員である B の入所者に対する暴行を指摘する複数人か

らの投書が存在した。A は，同年 7 月 28 日，副施設長らに，虐待に関して B からの聞き取

り調査を行わせ，その結果，虐待の事実を全面的に否定する Bの供述を得た。 

 A は，同年 8 月 11 日から，担当者を決めて本件施設の全職員を対象とした個人面談を実

施し，Yの担当者から受けた，Bの暴行についての報告内容が，以前に Yから聞いた報告内

容や投書の内容と違いがあると感じてこれを不審に思った。そこで Aは，同年 8月 26日に，

Y 同席の下で自ら B に事実の有無を確認したが，同人の上記供述は一貫して変わらなかっ

た。結局上記の全職員に対する個人面談によって，Y以外の複数の職員からも Bの暴行を目

撃したとの供述が得られたものの，当該入所者の身体に暴行のこん跡があったとの確たる

記録もなかったことから，Aは，虐待の事実はないと確信し，その旨を Xに報告した。 

 一方，Y の情報提供に基づいて，令和 2 年 8 月 27 日から同年 12 月 24 日にかけて，本件

施設における入所者に対する虐待行為等に関する各記事が，「b 新聞」に継続的に掲載され

た。Yは，同年 9月 28日に開かれた入所者家族説明会において，Bによる虐待の事実を Aに

申し出たことなどを話し，Aは，虐待を目撃した第三者がいないことなどを説明した。また，

B自身は，暴行行為はしていないと弁明した。Aは本件施設の職員らとともに，同年 8月 26

日以降，同年 12月 28日までの間，Yに対して，怒鳴ったり緊急職員会議に出席させなかっ

たりするなどの嫌がらせ行為を行ったが，この件を Xに対して報告するなどはしなかった。 

 Xは，前記の M市の立入調査等の最終報告書において，個別の虐待事例について，行為者

やその行為を証拠等により特定するには至らなかったことを受け，顧問弁護士に相談し，事

件処理を委任して，令和 3年 6月 1日，Yが本件施設において入所者に対する虐待が行われ

ている旨の虚偽の事実について報道機関に情報提供した結果，上記各記事が掲載されたと

して，Y に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき 1000 万円の慰謝料等を支払うよ

う求めて，東京地裁に訴えを提起した。 

(1) この訴訟において，Yは，Xの提訴は訴権の濫用にあたるから訴えは却下されるべきで

あると主張した。Yの主張は認められるか。 

(2) この訴訟の審理で裁判所は，実際には，B を始めとして複数の介護職員が入所者への

暴行行為を行っていたことを認定し Xの請求を棄却し，この判決は確定した。その後 Yは，

Xの訴訟提起は A施設長らによる上記嫌がらせ行為と一体で不法行為を構成するとして，前
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訴弁護士費用の賠償とこれによって被った精神的苦痛について 500 万円の慰謝料の支払を

求めて訴えを提起した。Xの訴訟が不当訴訟であるとする Yの主張は認められるか。 
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1月号（544号） 

(1) X は，Y に貸し付けた 500 万円の連帯保証人 Z に対して保証債務の支払請求訴訟を提

起した。Zは Yから「絶対迷惑はかけない」と言われていたのに被告にされたことに戸惑い，

Y にどうにかしてくれと詰め寄った。そこで Y は XZ 間の訴訟に補助参加の申し出をした。

Yに参加の利益は認められるか。 

(2) X は Y と Z を共同被告として，主債務および保証債務の支払請求訴訟をそれぞれ提起

した。この訴訟で，Yに「俺にまかせろ」と言われた Zは，期日に欠席し準備書面も提出し

なかった。他方で Yは，主債務は既に弁済したと主張し，証拠として友人 Aの証人尋問を申

請し，Aは，「Yが Xに金を返すと言って金銭を渡している現場に立ち会った」と証言した。

この A の証言が決め手となり，裁判所は X の各請求を棄却する判決を下した。この判決に

問題はないか。 
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12月号（543号） 

 X（債権者）は Y（主債務者）に 500 万円を貸し付け，これを Y の古くからの友人であっ

た Z（保証人）が連帯保証した。Yは，返済期限が来ても手元には 400万円しかなかったが，

Zに迷惑をかけたくないと，知り合いから 100万円を借りて Xに返済した。ところが Xは Z

に保証債務の履行を要求してきた。Z は Y が返済したはずだと伝えたが，Y の支払った 500

万円は別口債務に充てられたものであると言われた。困った Z は Y にこの旨を伝えた。そ

こで Yは Xに対して，債務不存在確認請求訴訟を提起し，審理の結果，弁済したという Yの

主張が認められ Y の請求を認容する判決が出て確定した。諦めきれない X は，その後 Z に

対して保証債務履行請求訴訟を提起した。この訴訟で Z は，「Y の X に対する債務不存在確

認請求を認容する判決が出て確定しているということは，XY 間の権利関係は判決内容の通

りに変更され，保証債務の附従性（民 448条）により，Yの主債務が存在しない以上は Zの

保証債務も消滅しているから，もはや X は Z に対して保証債務の履行を請求することはで

きないはずだ」と主張した。Zの主張は認められるか。 
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11月号（542号） 

 以下の A及び B訴訟について，(1)A訴訟が係属中に B訴訟が提起された場合，(2)A訴訟

の請求認容判決又は請求棄却判決が確定した後に B 訴訟が提起された場合，それぞれの場

合に後訴裁判所は B訴訟をどのように処理するかを考えてみよう。①A訴訟：Xの Yに対す

る甲土地の所有権確認請求訴訟，B訴訟：Xの Yに対する甲土地上の建物の収去明渡請求訴

訟。②A訴訟：Xの Yに対する甲土地の所有権確認請求訴訟，B訴訟：Yの Xに対する甲土地

の所有権確認請求訴訟。③A訴訟：Xの Yに対する売買代金支払請求訴訟，B訴訟：Yの Xに

対する売買契約の目的物引渡請求訴訟。 
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10月号（541号） 

 Yは，Xから郊外にある木造 2階建ての店舗を，期間 2年，賃料 1か月 10万円で賃借し，

ラーメン屋を営んでいた。最初の 1年はなかなか客足が伸びず苦労したが，2年目に入って

町の開発が進み，新しい住宅地や商業施設が増えたこともあり，最近では行列のできる人気

店となった。Yは契約期間を 3回更新し，内装を新しくしてメニューを増やそうと具体的に

計画を立て始めた。ところが X は，息子が司法試験に合格し弁護士資格を得たということ

で，この建物を取り壊し 3 階建てのビルを建てて，1 階に息子の弁護士事務所を開設し，2

階と 3階を息子家族と同居するための自宅にしたいと考えるようになった。そこで Xは Yに

事情を説明したうえで 4回目の更新はしない旨を伝え，明渡しを求めた。Yがこれを拒否し

たため，Xは Yに対して建物明渡請求訴訟を提起した。 

 この訴訟で Yは，せっかく今の場所で商売が繁盛し，改装工事の話も具体的にし始めてい

るところであること，Xは他にも物件を所有していること，すぐに同程度の好条件の場所は

なかなか見つからず，他に移転したとしても従来の売上げを維持することは困難であると

主張した。 

(1) X は原資もなかったし，明渡しに必要な正当事由としては十分であると考えていたの

で，無条件での明渡しにこだわった。この場合，裁判所が正当事由の補完として立退料の支

払と引換えに本件建物を明け渡せ（借地借家 28条），との判決をすることはきるか。 

(2) 第一審の裁判所は明渡しに必要な正当事由がないとして Xの請求を棄却した。これに

対して Xは控訴し，「とにかく出て行ってほしいので，相当の立退料を払うことも覚悟はし

ている。弁護士を通して不動産鑑定士に照会したところ，相当金額は 200万円程度ではない

かと言われた」と述べた。この場合，裁判所は「Xから金 400万円の支払を受けるのと引換

えに」本件建物を明け渡せ，との判決をすることはできるか。 
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9月号（540号） 

 Xは，あるインスタグラムの投稿をみて，都内の Y美容外科クリニックを訪れ，カウンセ

リングを 30 分ほど受けたあと，200 万円で，鼻筋を整え鼻を高くするためのプロテーゼ挿

入による隆鼻術と，顔のたるみをなくすための糸を用いたリフトアップ治療及びヒアルロ

ン酸注入を順次行う診療契約を Yとの間で締結した。その際，手術後数日は顔が腫れること

があるが，感染症や顔面麻痺などの後遺症の心配はないとの説明を受け，同意書にサインし

た。手術は 2時間程度で終了したが，帰宅後すぐに顔は腫れあがり，顔面麻痺が生じた。1

週間後の検診で症状を伝えても，手術を担当した A医師は「術後よくある症状で麻痺は一時

的なもの」と言うだけで，詳しい説明などはしてくれなかった。数週間経っても症状は改善

されず，顔面麻痺やあざが今でも残っている。X が別の病院を受診したところ，「手術中，

例えば注射の際に何らかの菌が体内に侵入したか，注射した箇所が不適切だったためでは

ないか」と言われた。Y に苦情を訴えたものの，A は「手術にミスはない」の一点張りで，

まともにとりあってもくれない。また，手術はいつも録画していると事前の説明を受けてい

たにもかかわらず，その録画を見せてくれと要求すると拒否された。Xは Yの対応に納得が

いかず，Yを相手に不法行為に基づいて損害賠償を請求することも考えている。 

(1) X としては，そもそも提訴するべきかどうか，手術の詳細についての情報を得たうえ

で判断したいと思っている。訴訟法上どのような方法があるか。 

(2) X が Y に対して損害賠償請求訴訟を提起した場合，審理に必要な専門的知見を得るた

めには訴訟法上どのような方法があるか。 

(3) 本設問のような医療過誤訴訟においては過失や因果関係の立証が困難とされるが，裁

判所はこの問題にどのように対応してきたか。 
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8月号（539号） 

 Yは Xから 200万円の貸金返還請求訴訟を提起されたため，A弁護士を訴訟代理人として

選任した。訴訟委任状は A弁護士が普段使用している書式を使い，Yは和解も含めた訴訟代

理権を Aに付与して，当該委任状を裁判所に提出した。Yはその後の訴訟は全て Aに任せて

裁判所には行かなかったが，適宜 Aから報告等は受けていた。裁判所の和解勧告に従い，第

3 回口頭弁論期日において，A と X との間で以下のような和解が成立した。すなわち，Y が

Xに対して 200万円の支払義務があることを認め，弁済期日を延期して毎月 10万円，計 20

回の分割払いで返済することとし，債務の弁済のために Y の所有する山林に対して抵当権

を設定する。この和解は和解調書に記載され，訴訟は終了した。 

 ところが Y は，第 3 回口頭弁論期日の直前に A と電話で話した際に，裁判所の示した和

解内容には到底納得できないと伝えていた。 

(1) Yの意思に反して成立した和解は有効か。 

(2) Yがこの和解の効力を争うとして，どのような手段をとるべきか。 
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7月号（538号） 

 Xは建設業を主な生業とする株式会社で，T市発注の小学校・中学校建設工事を請け負う

目的で，同業の A社ほか 4社（全て法人）と共同して民法上の組合である M特定建設共同事

業体（以下，M 企業体）を結成した。M 企業体の規約では，X は建設工事の施工に関し M 企

業体を代表して発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金の請求，受領及び M企

業体に属する財産を管理する権限を有するものとされていた。また M企業体は，構成員全員

をもって運営委員会を設け，組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項，資金管理

方法，下請企業の決定その他の M 企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協

議のうえ多数決で決定すること，構成員が脱退しても残りの構成員で建設工事の完成に当

たるものとするとされていた。ところが工事が始まって 3か月が経過したところで，T市は

当該請負契約を一方的に打ち切った。M企業体は，当該工事のために支出した金員の支払と，

被った損害の賠償を求めるため訴訟を提起することとした。 

(1) X はほか 5 社とともに全員が原告となって訴えを提起したが，単独で T 市発注の別工

事を請け負っていた A社が，途中で訴訟を降りたいと言い始めた。A社は単独で訴えを取

り下げることはできるか。 

(2) A 社が提訴に乗り気でなかったことから，他の組合員は組合規約に則り，総会を開い

て提訴に関して議決をとることとした。この場合，①М 企業体を原告として訴えを提起

する，②代表者 Xを原告として訴えを提起する，という 2つの方法が考えられるが，両者

には訴訟上どのような違いがあるか。 
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6月号（537号） 

 4月から民事訴訟法の授業を履修し始めた民訴ゼミの 3年生 Aさんと Bさんは，ゼミの先

輩である 4年生の Cさんに次のような質問をした。 

Aさん「今日の授業で，訴えの利益のうち，確認の利益について勉強しました。確認の利益

の有無は，①方法選択の適否，②対象選択の適否，③即時確定の必要性の 3つの観点から

検討するのが通常で，②については，確認の対象は原則として現在の権利・法律関係に限

る（②命題）が，その基礎にある過去の基本的法律関係を確定することが紛争の直接かつ

抜本的な解決のために適切・有効であるなら，過去の権利・法律関係も確認の対象になり

うる（最判昭和 47・11・9民集 26巻 9号 1513頁）。では，紛争の抜本的な解決になるの

であれば，③の観点が重要で，過去だけでなく，将来の権利・法律関係も確認の対象にな

りうると考えてよいと言えますか？」 

Bさん「授業では，民訴の判例百選に載っている①遺言者生存中の遺言無効確認の訴え（24

事件，以下①判例）と，②賃貸借契約継続中の敷金返還請求権の確認の訴え（25事件，以

下②判例）が参考判例として挙げられました。遺言者の死亡も賃貸借契約の終了も将来の

ことなのに，なぜ後者のみ確認の利益を認めたのですか？裁判所は将来の権利・法律関係

も確認の対象になりうるとしたのですか？」 

 

 さて，あなたが Cさんの立場だとして，ゼミの後輩の疑問にどのように答えるか？ 
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5月号（536号） 

 (1) Xは大学時代，友人 Y1・Y2・Y3と 4人で同じゼミに所属していた。そのゼミでは毎年

夏に，担当教授の軽井沢の別荘で合宿をするのが恒例となっていた。教授は大学を定年退職

すると同時に海外に移住することを決意し，別荘を処分しようと思ったが，どうせなら知り

合いに譲りたいと考え，卒業後東京で IT関連の企業を立ち上げて成功している Xに 1億円

で売却を持ちかけた。Xはちょうど別荘の購入を考えていたものの，1人ではそれほど利用

できる時間もないので，ゼミ仲間だった友人たちに声をかけ，4 人で 2500 万円ずつ負担し

て共同購入することにした。ただ，教授は現金での支払を希望したことから，当時株の売買

で大儲けしていた X が 3 人の分を立て替えることとした。3 人は 1 年後にそれぞれ 2500 万

円ずつを Xに支払うことで合意したが，支払期限を過ぎても誰も払おうとしなかった。そこ

で X は訴訟を起こすことにし，代理人はゼミの後輩で名古屋で弁護士をしている A に格安

で頼むことにした。Aは他にも案件を抱えていることもあり，名古屋で訴訟をするのであれ

ば引き受けると言った。3 人の友人のうち，Y1は名古屋，Y2と Y3は札幌に居住しているが，

実は X は Y1との間では他の 2 人に内緒で分割払いの約束をしており，訴えるつもりはなか

ったものの，名古屋で訴訟をしたいがために，他の 2 人に Y1も被告に加えて，名古屋地裁

に各人に 2500万円の支払を請求する訴えを提起した。第 1回口頭弁論期日の始まる直前に，

X は Y1に対する請求についてのみ取り下げた。これに対して Y2と Y3は管轄違いを理由に住

所地を管轄する札幌地裁への訴訟の移送を申し立てた。この申立ては認められるか。 

 (2) 前回の本演習設問⑵で，Yが養育費の支払を求めて家庭裁判所に審判を申し立てた場

合に，家庭裁判所はこれを管轄のある地方裁判所に移送することはできるか。 
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 X夫と Y女は結婚して 10年になり，9歳になる娘と 5歳になる息子がいる。Xはハウスメ

ーカーに勤めていたが，2年ほど前から不況のあおりを受けて会社の業績は悪化の一途をた

どり，ついに給料の支払も滞るようになった。Xはそれを Yに言えず，こっそり転職活動を

していたが，家にお金を入れられなくなったことから，だんだんと夫婦間の喧嘩が絶えなく

なった。Xは飲酒の量が増え，時折声を荒げたりすることもあり，また一度は暴れた拍子に

振り回した手が Yの目に当たってしまい，しばらく青あざが消えなかったこともあった。そ

んな日々に耐えかねた Y は，ある日 2 人の子どもを連れて実家に帰り，ほどなくして離婚

したいと Xに伝えた。長女は Yの意見に素直に従う傾向があり，Xに会いたいとは明確には

言わないのに対して，長男は Xを慕い，Xに会えずにさみしい，みんなでまた一緒に暮らし

たいと言っている。Xとしては，離婚は仕方ないにしても，子どもとは離れたくないと思っ

ている。Yは，子どもは 2人とも絶対に手放さない，姉弟は一緒に暮らした方がよいと思っ

ている。 

(1) X と Y の間の利害対立（家庭内）紛争を調整・解決するための手続には，どのような

ものがあるか。 

(2) Xと Yは話し合いの末に，離婚すること，2人の子どもの親権者を Yとすること，Yは

月に 1回第 2土曜日に Xが 2人の子どもと 1日過ごすことを認めること，Xは子の監護に

関する費用（養育費）として毎月 1 人当たり 2 万円を支払うことを合意する離婚協議書

を作成した。Xも Yもしばらくはこの約束を守っていたが，Yが，長女が嫌がっていると

して子どもたちを Xに会わせなくなったことから，Xも養育費を支払わなくなった。Yと

してはせめて養育費だけはちゃんと払ってほしいと思っているが，そのためにどのよう

な法的手段がとれるか。 


